
特別警報が発令された時の対応 

 

西宮市に大雨、暴風、高潮、いずれかの「警報」が発令されており、かついずれかの

「特別警報」が発令された場合の対応 

○午前７時現在で「警報」と「特別警報」が西宮市に発令された場合は自動的に「休

園」とします。 

○午前７時以降に「特別警報」が発令された場合は随時「休園」としますので、保護

者の皆様は、安全を確認のうえ、可能であればお子様のお迎えをお願いします。 

登園中に特別警報が発令された場合は、速やかにご帰宅頂き、自宅待機して頂き

ます様お願い致します。ご帰宅が難しい場合は、園か広域避難所に避難して頂き

ます様お願い致します。 

お迎えが不可能なお子様につきましては、園周辺の災害の状況や避難勧告の有

無等により、園内で待機する・広域避難所に避難する等、出来る限りお子様の安

全の確保に努めます（広域避難場所は高須中学校としております）。 

 

通常の気象警報の場合は従来どおり開園致しますが、お子様の安全を期する為に、

下記の事項について、ご配慮・ご協力を宜しくお願い致します。 

   ・家庭保育が可能な方は、出来る限り家庭で保育して下さい。 

   ・勤務の都合がつき次第、迎えにきて下さい。 

   ・状況によっては、保育園よりお迎えをお願いする場合があります。すぐに来れる

体制をとっておいて下さい。 


